
税
理
士
に
よ
る

無
料
税
務
相
談
会

　
東
海
税
理
士
会
津
島
支
部
所
属
の

税
理
士
に
よ
る
、
無
料
税
務
相
談
会

を
行
い
ま
す
。相
続
税
、
贈
与
税
に
関

す
る
相
談
、
税
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い

こ
と
、
事
業
を
始
め
ら
れ
る
方
な
ど
、

ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

と
き
　
12
月
11
日（
水
）午
後
２
時
〜

４
時（
１
人
30
分
以
内
）

と
こ
ろ
　
役
場 

会
議
室

申
込
方
法
　
事
前
の
予
約
制
で
行
っ

て
い
ま
す
の
で
、
開
催
日
の
前
日
ま
で

に
税
務
課
へ
電
話
で
ご
予
約
く
だ
さ

い
。

そ
の
他

 • 

申
告
書
の
作
成
に
関
す
る
相
談
会

　
で
す
の
で
、税
額
に
関
す
る
内
容
に

　
つ
い
て
は
お
答
え
で
き
な
い
場
合

　
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、
申
告
書
等
の  

　
税
務
書
類
の
作
成
も
行
い
ま
せ

　
ん
。

 • 

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守
ら
れ
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

税
務
課

　
内
線
１
７
５
・
１
７
６

津
島
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

◉
令
和
元
年
分
年
末
調
整
・
青
色
申

　告
決
算
等
説
明
会
お
よ
び
消
費
税

　軽
減
税
率
制
度
説
明
会
の
開
催
に

　つ
い
て

●
年
末
調
整
等
説
明
会

と
き
　
11
月
20
日（
水
）午
後
１
時
30

分
〜
３
時
30
分（
大
治
町
、
弥
富
市
、

あ
ま
市
、蟹
江
町
、飛
島
村
の
方
）

●
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
説
明
会

と
き
　
11
月
20
日（
水
）午
後
３
時
30

分
〜
４
時（
大
治
町
、
弥
富
市
、
あ
ま

市
、蟹
江
町
、飛
島
村
の
方
）

　
11
月
21
日（
木
）午
後
３
時
30
分
〜

４
時（
個
人
で
青
色
申
告
の
方
）

●
青
色
申
告
決
算
等
説
明
会

と
き
　
11
月
21
日（
木
）午
後
１
時
30

分
〜
３
時
30
分
（
個
人
で
青
色
申
告

の
方
）

と
こ
ろ
　
津
島
市
文
化
会
館 

小
ホ
ー
ル

問
合
せ
先
　
津
島
税
務
署

　
☎
０
５
６
７（
２
６
）２
１
６
１

※

電
話
は
自
動
音
声
に
よ
り
案
内
し

　
て
い
ま
す
の
で
、
音
声
案
内
に
従
い

　「
２
」を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

暮
ら
し
と
税
金

無
料
税
務
相
談
会

　
東
海
税
理
士
会
津
島
支
部
で
は
、

「
税
を
考
え
る
週
間
」
に
無
料
税
務
相

談
会
を
行
い
ま
す
。

　
税
金
に
関
す
る
心
配
な
こ
と
が
あ

れ
ば
、お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

と
き
　
11
月
17
日（
日
）午
前
10
時
〜

午
後
２
時

と
こ
ろ
　
ヨ
シ
ヅ
ヤ
津
島
本
店

問
合
せ
先
　
東
海
税
理
士
会
津
島
支

部
事
務
局

　
☎
０
５
６
７（
２
３
）０
４
５
５

　（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
３
時
）

　
　http://w

w
w
.ta-tsushim

a.gr.

　
　jp/

個
人
事
業
税
第
２
期
分
の

納
税
を
お
忘
れ
な
く

　
個
人
事
業
税
第
２
期
分
の
納
期
限

は
、12
月
２
日（
月
）で
す
。

　
平
成
30
年
度
か
ら
、
第
２
期
分
の

納
付
書
は
、
８
月
に
送
付
し
た
納
税

通
知
書
に
同
封
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

次
の
方
法
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
納
付
書
を
紛
失
さ
れ
た
方

は
西
尾
張
県
税
事
務
所
へ
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

 • 

お
近
く
の
県
税
事
務
所
、
金
融
機

　
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
納

　
付
書
の
納
付
金
額
が
30
万
円
以
下

　
で
、
取
扱
期
限
内
の
も
の
に
限
る
）

　
等
で
の
納
付

 • 

Ｐ
ａ
ｙ‐

ｅ
ａ
ｓ
ｙ
（
ペ
イ
ジ
ー
）

　
に
対
応
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

　
ト
バ
ン
キ
ン
グ
ま
た
は
Ａ
Ｔ
Ｍ
を

　
利
用
し
て
納
付

 • 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
ク
レ
ジ
ッ
ト

　
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付

 • 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
（
Ｐ
ａ
ｙ

　
Ｂ
）に
よ
る
納
付

※

領
収
証
書
が
必
要
な
方
は
、
金
融

　
機
関
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
。）

　
の
窓
口
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。詳

　
し
く
は
、県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

　
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
納
税
に
は
便
利
で
安
全
な

口
座
振
替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
希
望
の
方
は
口
座
を
開
設
し
て
い

る
金
融
機
関
の
窓
口
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
西
尾
張
県
税
事
務
所 

県

民
税
・
事
業
税
第
２
グ
ル
ー
プ

　
☎
０
５
８
６（
４
５
）３
１
６
９

　
　https://w

w
w
.pref.aichi.jp/s

　
　oshiki/zeim

u/

●多目的ホール
　音響設備もあり、踊りやダンスの練習
にご利用いただいています。

●和室（３部屋）
　子育てサークルや勉強会などにご利
用いただいています。

 問合せ先　役場　企画課　内線 126 施設予約
システム

西條防災コミュニティセンターは町内在住の方であれば、誰でもご利用できます。
駐車場や駐輪場、給湯設備もあり、さまざまな用途でお使いいただくことができます。
詳しくは町ホームページをご覧いただくか、企画課へお問合せください。

西條防災コミュニティセンターをご利用ください！

休
日
納
税（
相
談
）窓
口

　
町
税
の
休
日
納
税（
相
談
）窓
口
を

開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

と
き
　
12
月
７
日（
土
）・
８
日（
日
）

午
前
８
時
30
分
〜
正
午
、
午
後
１
時

〜
５
時

と
こ
ろ
　
役
場 

収
納
課

※

正
面
玄
関
は
閉
ま
っ
て
い
ま
す
の

　
で
、
東
側
通
用
口
か
ら
お
入
り
く

　
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
役
場 

収
納
課

　
内
線
１
２
０
・
１
２
２

詳細は町ホームページをご覧いただくか、
お問合せください。
問合せ先 役場　企画課　内線128

　 https://www.town.oharu.aichi.jp
　 /bosyu/banner.html

大治町ホームページに
　 バナー広告を掲載しませんか

書道展
11月6日（水）～11月15日（金）
　　　　　　●毛筆同好会
写真展
16日（土）～30日（土）
　　　　　　●写真同好会
※日程は都合により変更する場合がありますの
　でご了承ください。

11月の公民館ロビー展示

分かりづらい税金の疑問もすっきり解決!

202019（令和元）年11月号2019（令和元）年11月号21
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　音響設備もあり、踊りやダンスの練習
にご利用いただいています。

●和室（３部屋）
　子育てサークルや勉強会などにご利
用いただいています。

 問合せ先　役場　企画課　内線 126 施設予約
システム

西條防災コミュニティセンターは町内在住の方であれば、誰でもご利用できます。
駐車場や駐輪場、給湯設備もあり、さまざまな用途でお使いいただくことができます。
詳しくは町ホームページをご覧いただくか、企画課へお問合せください。

西條防災コミュニティセンターをご利用ください！

休
日
納
税（
相
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）窓
口

　
町
税
の
休
日
納
税（
相
談
）窓
口
を

開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

と
き
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月
７
日（
土
）・
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日（
日
）

午
前
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時
30
分
〜
正
午
、
午
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１
時
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時
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関
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、
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詳細は町ホームページをご覧いただくか、
お問合せください。
問合せ先 役場　企画課　内線128

　 https://www.town.oharu.aichi.jp
　 /bosyu/banner.html

大治町ホームページに
　 バナー広告を掲載しませんか

書道展
11月6日（水）～11月15日（金）
　　　　　　●毛筆同好会
写真展
16日（土）～30日（土）
　　　　　　●写真同好会
※日程は都合により変更する場合がありますの
　でご了承ください。

11月の公民館ロビー展示

分かりづらい税金の疑問もすっきり解決!
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